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 この「企画コンペ実施要領」（以下「実施要領」という。）は、岩手県（以下「県」という。）が実施す

る「岩手県看護職員県内就業推進事業」（以下「本業務」という。）に係る受託候補者の選定に関して、

企画コンペに参加しようとする者（以下「参加者」という。）が熟知し、かつ遵守しなければならない一

般的事項を定めるものである。 

 

１ 本業務の概要 

⑴ 業務件名及び数量 

  「岩手県看護職員県内就業推進業務」 一式 

⑵ 委託期間 

  契約を締結した日から令和６年３月 15日（金）まで 

⑶ 募集する企画提案の内容 

  別紙２「業務仕様書」のとおり 

⑷ 委託料の上限額予算額 

  16,796,000円（税込）以内の額 

 

２ 参加者の資格要件等 

 参加者は、下記に掲げる事項をすべて満たしている者であること。 

⑴ 委託業務を実施する能力を有すること。 

⑵ 委託業務の実施について、県の要請に応じて、迅速かつ円滑に事務処理ができる体制を整えてい

ること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167 条の４の規定に該当しない者であること。 

⑷ 民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再

生手続開始の申立てをされている者（同法第 33 条第１項に規定する再生手続開始の決定を受けた

者を除く。）又は会社更正法（平成 14年法律第 154号）に基づき更正手続開始の申立てをしている

者若しくは更正手続開始の申立てをされている者（同法第 41 条第１項に規定する更正手続開始の

決定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑸ 破産法（平成 16年法律第 75号）第 18条若しくは第 19条の規定による破産手続開始の申立てを

されていない者であること。旧和議法（大正 11 年法律第 72 号）第 12 条の規定による和議開始の

申立てをされていない者であること。 

⑹ 公告から委託候補者を選定するまでの間に、県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受けて

いないこと。 

⑺ 最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑻ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第 77号）第２条第２

号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は暴

力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 
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３ 企画コンペ手続等に関する事項 

⑴ 提出及び問い合わせ先 

  岩手県保健福祉部医療政策室（岩手県庁９階） 

  住 所：〒020-8570 岩手県盛岡市内丸 10番１号 

  電 話：019-629-5407 ＦＡＸ：019-626-0837 

  E-mail：AD0002@pref.iwate.jp 

⑵ 企画コンペ説明会について 

  説明会は開催しない。 

⑶ 実施要領等に関する質問の受付・回答の公表 

  実施要領等に関する質問は、下記により受け付ける。 

 ア 受付期限 

   令和５年９月 15日（金）午後５時 

 イ 受付場所 

   ３⑴に同じ。 

 ウ 提出方法 

   様式１「実施要領等に関する質問票」に簡潔に記入のうえ、ＦＡＸ又は電子メールにより提出

すること。 

 エ 回答方法 

   受け付けた質問については、質問事項と回答事項を取りまとめ、令和５年９月 20日（水）まで

ホームページ等により回答する。 

⑷ 企画コンペ参加の申込み 

  参加者は、様式２「企画コンペ参加表明書」を、下記により提出するものとする。 

 ア 提出先 

   ３⑴に同じ。 

 イ 提出期限 

   令和５年 10月２日（月） 

 ウ 提出方法 

   持参又は郵送により提出すること。 

  (ｱ) 持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までの間に持参のこと。 

  (ｲ) 郵送の場合は、上記提出期限までに必着のこと。 

 エ 提出期限までに提出しない者は、企画コンペに参加できないものとする。 

⑸ 企画提案書の提出 

  参加者は、４ 企画提案書等に定める書類（以下「企画提案書等」という。）を、下記により提出

するものとする。 

 ア 提出先 

   ３⑴に同じ。 

 イ 提出期限 

   令和５年 10月 10日(火) 

 ウ 提出方法 

mailto:AD0002@pref.iwate.jp
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   持参又は郵送により提出すること。 

  (ｱ) 持参の場合は、平日の午前９時から午後５時までの間に持参のこと。 

  (ｲ) 郵送の場合は、外封筒に企画提案書在中の旨を朱書きの上、配達証明付書留郵便にて郵送の

こと（上記提出期限までに必着）。 

 エ 留意事項 

  (ｱ) 提案は１者につき１提案とし、複数提案を認めない。 

  (ｲ) 企画提案書等は、提出後の書換え、引換え、撤回又は再提出を認めない。 

  (ｳ) 提出期限までに提出しない者は、審査会に参加できないものとする。 

⑹ 企画提案の無効 

 ア 提出期限を過ぎて書類が提出された場合 

 イ 提出した書類に虚偽の内容を記載した場合 

 ウ 審査の公平性に影響を与える行為があった場合 

 エ 本実施要領に違反すると認められる場合 

 

４ 企画提案書等 

 参加者は、業務仕様書の「１ 本業務の概要」、「２ 事業内容」を踏まえ、下記の書類を作成、添

付して提案するものとする。 

 なお、提出部数は(1)及び(2)については 10部（正本１部、副本９部）、(3)については１部とする。 

⑴ 企画提案書 

次の事項を明確にすること。 

 ア 企画実施のコンセプト・全体イメージ 

 イ 具体的実施方法 

 ウ 業務の全体スケジュール表 

 エ 業務の執行体制 

⑵ 積算内訳書 

 ア 業務仕様書の２(1)「県内における就職・進学イベントの開催」について、会場でイベント開催

する場合と会場で開催できずウェブ等で開催する場合に対応した２種類の積算内訳書を作成す

ること。 

イ 本業務の実施に要する経費の積算内訳（項目、数量、単価、金額等）を示すこと。 

 ウ 任意の様式によるものとし、企画提案書と別冊で作成すること。 

 エ 参加者の称号又は名称及び代表者の職氏名を記載し、社印及び代表者印を押印の上、岩手県知

事あて提出すること。 

⑶ 参加者の概要が分かる資料 

会社等のパンフレット等でも可 

 

５ 委託候補者の選定方法等に関する事項 

⑴ 審査会の開催 

  委託候補者の選定は、別に定める「岩手県看護職員県内就業推進事業企画競争審査委員会」にお

いて、審査し、選定する。 
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 ア 開催期日（予定） 

   令和５年 10月中旬 ※日程等は、別途、参加者あて通知する。 

 イ 開催場所（予定） 

   岩手県庁内 等 

 ウ 開催方法等 

  (ｱ) 委員会の審査は、参加者から提出された企画提案書等の内容及び参加者が当日に実施するプ

レゼンテーションの内容に基づき行う。 

  (ｲ) プレゼンテーションにおいて、参加者は、ノートパソコン等を使用して説明を行うことがで

きるものとする。なお、プレゼンテーションで使用する機器等について、事前に担当課に連絡

するものとする。 

  (ｳ) 追加資料等の提出は認めない。 

  (ｴ) １者当たりのプレゼンテーションの時間は 25分（説明 15分、質疑応答 10分）とする。ただ

し、都合により、１者当たりのプレゼンテーションの時間を変更することがある。 

⑵ 審査事項 

  同審査委員会は、応募者の提出書類、質疑応答説明について、別に定める「岩手県看護職員県内

就業推進事業に係る企画提案採用審査要領」より各委員が評価、得点化し、審査する。 

⑶ 審査結果の通知及び公表 

  審査結果は、委託候補者を選定・内定後、令和５年 10 月中旬以降に応募者に通知する予定であ

る。 

 

６ 委託契約 

⑴ 契約書作成の要否 

  要 

⑵ 契約保証金 

  会計規則（平成４年岩手県規則第 21号）に基づき判断する。 

⑶ 契約締結後の委託費の支払方法 

  原則精算払とする。ただし、事業の執行状況等に応じて、前金払の請求を認める場合がある。 

⑷ 契約者等の公表 

  県は、本契約について、関係事項を県の公式ホームページで公表する。 

 

７ その他 

⑴ 本企画競争は、提案者の企画力等を判断するために行うものであり、委託内容、経費等について

は、再度調整を行った上で委託契約を締結するもの。採択された提案内容は、契約締結時に修正・

変更が加えられる場合もあること。 

⑵ 本業務の実施により制作された成果物及び資料又はその利用に関する著作権、所有権等に関して

は、原則として委託料の支払いの完了をもって受託者から県に移転することとするが、その詳細に

ついては、県及び受託者間で協議の上、別途契約書により定めるものであること。 
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８ スケジュール 

 

内  容 日付 

岩手県ホームページへの募集掲載等 ９月上旬 

企画提案に係る質問の受付締切（午後５時まで）   15日（金） 

質問への回答（最終）   20日（火） 

企画コンペ参加の受付締切  10月２日（月） 

企画提案書の提出締切（午後５時まで） 10日（火） 

審査委員会開催   中旬  

委託契約締結   下旬 

業務完了 ３月 15日（金） 
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様式 １ 

 

令和  年  月  日  

 

実 施 要 領 等 に 関 す る 質 問 票 

 

会社名                

所属・職               

担当者名               

TEL                  

FAX                  

E-mail                

 

№ 該当資料等 該 当 項 目 質 問 内 容 

１ 

   

２ 

   

３ 

   

４ 

   

５ 

   

６ 

   

(注）「該当資料等」の欄には、質問の対象となる資料（実施要領、業務仕様書）の別を記入するこ

と。 

なお、それ以外に関する質問の場合は、「その他」と記載すること 
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様式 ２ 

 

令和  年  月  日  

 

企 画 コ ン ペ 参 加 表 明 書 

 

岩手県知事          様 

 

 

所在地 

名 称 

代表者                 ○印  

 

 

岩手県看護職員県内就業推進事業に係る企画提案実施要領及び業務仕様書の内容を了知のうえ、

次のとおり企画コンペに参加します。 

記 

１ 参加資格 

次の内容について、虚偽がないことを宣誓します。 

⑴ 委託業務を実施する能力を有すること。 

⑵ 委託業務の実施について、県の要請に応じて、迅速かつ円滑に事務処理ができる体制を整え

ていること。 

⑶ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること。 

⑷ 民事再生法（平成11年法律第225号）に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは

再生手続開始の申立てをされている者（同法第33条第１項に規定する再生手続開始の決定を受

けた者を除く。）又は会社更正法（平成14年法律第154号）に基づき更正手続開始の申立てをし

ている者若しくは更正手続開始の申立てをされている者（同法第41条第１項に規定する更正手

続開始の決定を受けた者を除く。）でないこと。 

⑸ 破産法（平成16年法律第75号）第18条若しくは第19条の規定による破産手続開始の申立てを

されていない者であること。旧和議法（大正11年法律第72号）第12条の規定による和議開始の

申立てをされていない者であること。 

⑹ 公告から委託候補者を選定するまでの間に、県からの受注業務に関し、指名停止の措置を受

けていないこと。 

⑺ 最近１年間の法人税、事業税、消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。 

⑻ 役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成３年法律第77号）第２条

第２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。 
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２ 審査会（プレゼンテーション）出席者 

 

(１) 所属・職                    氏名           

(２) 所属・職                    氏名           

※欄が不足する場合は適宜追加して記載すること。 

 

３ 連絡担当者 

所属・職                    氏名             

連絡先（TEL）       （FAX）       （E-mail）          

 


